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はじめに

１９３８年（昭和１３年）社会事業法（社会福祉事業法の前身）
１９４６年（昭和２１年）日本国憲法公布
１９５１年（昭和２６年）社会福祉事業法公布
１９９０年（平成２年） 社会福祉８法 改正

（老人福祉法・児童福祉法・身体障害者
法・精神薄弱者福祉法・母子寡婦福祉
法・老人福祉法・社会福祉事業法・社
会福祉医療事業団法）

１９９７年（平成９年） 介護保険法成立

２０００年（平成１２年）社会福祉法 改正

＊住民を主体とする福祉『地域福祉計画』の策定を規定



主な考え方

・サービス利用者と提供者の対等な関係の確立
・サービスの質と効率性の確保
・多様な主体の参入推進
・事業運営の透明性の確保

規制緩和（多様なサービス提供者の参入）
情報開示や評価を努力目標とする
利用者の選択肢を増やす

措置から契約へという福祉制度の理念転換

２０００年（平成１２年）社会福祉法 改正



２０１６年（平成２８年）社会福祉法の改正 公布

“社会福祉法人制度の大改革

１経営組織のあり方の見直し→ガバナンスの強化を図る→
評議委員会の設置

２事業運営の透明性の向上

３財務規定の強化

４地域における公益的な取り組みを実施する責務の規定

５内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下



２０２０年（令和２年）社会福祉法一部 改正成立
「社会福祉連携推進法人制度」

この制度に参加する法人間で資金を貸し借りできるよう規制を緩和
災害時の対応・人材確保、育成などで協働しやすい環境づくり

複数の法人や事業体が相互協力の下、地域での活動基盤を強めていく
こと

しかし改定案では、資金のある法人に小規模法人が吸収？

この制度に加わらない法人が淘汰？

経営困難を理由とした事業譲渡や合併が強制される流れにならないか

営利企業の参入を必ずしも否定しない

自治体の責任は？



・自治体間の格差が生まれないような政府の財政支援

・非営利性、公益性をしっかり担保することが必要

・小規模社会福祉法人が、単独で事業を継続できる対策の
必要性



制度改革により見えてきたもの（私見）

事業者に生じている深刻な困難、矛盾の加速、公費抑制、営
利市場化という新自由主義の考え方をイコールフッティング
基本に推進されてきた改革が、いかに社会保障の基盤、雇用
環境等を劣化させてきたか

今後の福祉制度の在り方や制度を注視



国を動かす力は組織力

全国経営者協議会への参画

千葉県の加入率は３９.４％

※最低でも５０％の加入を！

全国経営者協議会【全国大会での磯会長の基調報告（ウェブ配信）】

２０２５年度までの５年間の中期目標として

・ 組織率５０％を目標に
・ ４７都道府県の災害支援体制（ＤＷＡＴ）
・ 離職率１０％以下に

人材の確保、育成、定着の中で離職防止が特に重要

職員が社会貢献を実感できる取り組みを実施していくこと



１）オールちばとも試行的取り組みについて

＜目的＞
県内各地域に存在する、福祉法人のノウハウを生かし、高齢・障害・保育等、複
数の法人の協働により、地域の実情に即した公益事業を展開してゆくことで、市
民への理解促進を実現し社会福祉法人の存在意義を明確にしていく

一法人一施設の法人も参画する事で福祉法人に課せられている公益事業の実
施につながる

※ １法人で公益的な取り組みを積極的に実践している例は県内にもいくつかあ
る が比較的大きな法人による事例が多い

ここからが本題











２）モデル事業の方法及び手段

県内を１１のブロックに分けた中から本プロジェクトメンバー及び青年部会の会委員
のいる地域を先行的にモデルの実践として行う

対象ブロック
・東葛北部地区
・東葛南部地区
・印旛地区
・山武地区
・君津地区

３種別（高齢・障害・保育）の連携が可能

ブロック長の選出（プロジェクトメンバーはオブザーバーとして参画）

千葉県経営者協議会の理解、後押しが必要 ⇨県経営協の理解を得、
活動の為に予算化されている

SNS等を活用し公益活動の実施状況をタイムリーに発信し、社会福祉法人の
取り組み、認知度を高める





３）モデル事業としての活動と現状

東葛北部、印旛、山武、君津それぞれのブロック長を
選出し、地域の法人に声をかけ参集して頂き、話し合
いを重ねる

プロジェクトメンバーから「ちばとも」の主旨を説明
した上で

○ 地域のニーズは何か
○ 何ができるか？
○ 共同できる法人をどう集めるか？ etc



その結果

主な試行的活動

障害者の就労支援のための活動

特別支援高校との意見交換、見学

ハローワークとの関わり

障害者労働に結びつけるためのホームページの立ち上げ

子ども食堂、集いの場の企画運営



４）プロジェクトを取り巻く現状と課題

１．令和元年9月、台風１５号が関東地方に上陸し房総半島
に甚大な被害を出す

首都圏やその周辺は台風被害に対する弱さが浮き彫り
りになる

10月には台風１９号 雨台風

関東甲信東北地方で、記録的な大雨



実際に台風の被害を受け、被害を受けた法人多数
近くの法人同士の助け合いの姿が現実に。事例の報告多数

これを受けてプロジェクトチームでは
「被災地支援活動マニュアル（案）」を作成

千葉県
災害福祉広域支援ネットワーク協議会の立ち上げ（ＤＷＡＴ）

千葉県経営協
経営対策部会においてこれらを受け組織化の検討を始める



２．令和２年

新型コロナウィルス感染症の拡大
コロナ禍の中でモデル事業がストップ状態
現状のコロナ禍の中で“できることは何か”を模索

・コロナの終息はもとより、各地域の法人参画が望まれる
全県での地域における公益事業の実施、定着を促進して
いく



各法人の皆様のご理解とご協力をお願い致します

ご清聴ありがとうございました

福祉の理念を大切にし、社会福祉法人を取り巻く現状
の中で、法人どうしが手を繋ぎ地域の中で存在価値を
高めて行く事が今こそ重要！

人の幸せを構築する喜び、責任、誇り


